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長野県告示第46号

　理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項及び美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の３第２項に規定する

管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会を次のとおり指定します。

　　令和７年２月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　講習会の主催者の名称及び住所

　　公益財団法人	理容師美容師試験研修センター	理事長　遠藤　弘良

		　東京都渋谷区笹塚２－１－６　JMF ビル笹塚01（８階）

２　講習会の開催日

　　令和７年５月26日（月）～６月３日（火）

３　講習会場の名称及び所在地

　　長野ターミナル会館

　　長野市中御所岡田178－２

４　受講料

　　20,000円

食品・生活衛生課

長野県告示第47号

　千曲市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和７年２月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　数値地形図　修正測量　地図情報レベル 2500
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建設政策課

長野県告示第48号

　北陸地方整備局湯沢砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第２項の規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年２月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量、ＵＡＶレーザ測量　　　　　

２　作業期間

　　令和６年９月２日から令和７年１月29日まで

３　作業地域

　　下水内郡栄村

建設政策課

長野県告示第49号

　長野県北アルプス地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第

２項の規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年２月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和６年10月29日から令和７年１月21日まで

３　作業地域

　　大町市

建設政策課

２　作業期間

　　令和７年１月９日から令和７年３月14日まで

３　作業地域

　　千曲市

長野県飯田建設事務所告示第５号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和７年３月３日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和７年２月10日

	 長野県飯田建設事務所長　唐　澤　則　夫

１　道路の種類　　一般国道

２　路		線		名　　151号

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

飯田市東中央通503番の９地先から
飯田市東中央通3038番の６地先まで

旧

ｍ

11.4 ～ 16.0

km

0.0333

同　　　　　上 新 16.0 ～ 16.0 0.0333
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道路管理課

長野県安曇野建設事務所告示第１号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和７年３月３日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県安曇野建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和７年２月10日

	 長野県安曇野建設事務所長　小　林　宏　明

１　道路の種類　　一般国道

２　路		線		名　　403号

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

安曇野市明科東川手1382番の５地先から
安曇野市明科東川手1363番の３地先まで

旧

ｍ

6.5 ～ 27.2

km

0.2818

同　　　　　上 新 9.9 ～ 28.8 0.2818

道路管理課

長野県千曲建設事務所告示第１号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和７年３月３日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県千曲建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和７年２月10日

	 長野県千曲建設事務所長　倉　田　雅　史

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　内川姨捨停車場線

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

千曲市大字内川1306番の５地先から
千曲市大字内川676番の８地先まで

旧

ｍ

5.7 ～ 12.9

km

0.4234

同　　　　　上 新 14.0 ～ 23.4 0.4167

道路管理課

長野県飯田建設事務所告示第６号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和７年３月３日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和７年２月10日

	 長野県飯田建設事務所長　唐　澤　則　夫

１　路　　　線　　　名　　151号

２　供用を開始する区間
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道路管理課

　　飯田市東中央通503番の９地先から

　　飯田市東中央通3038番の６地先まで

３　供用を開始する期日　　令和７年２月12日

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和７年２月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　入札に付する事項

　(1)	調達産品等の種類及び数量

　　　合同庁舎等（佐久合同庁舎以下22施設）で使用する電気

　　　予定契約電力3,550kW 及び年間予定使用電力量7,783,000kWh

　(2)	調達産品等の特質等

　　　入札説明書によります。

　(3)	調達期間

　　　令和７年４月１日から令和８年３月31日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約）

　(4)	調達場所

　　　入札説明書によります。

　(5)	入札方法

　　	　入札金額は、(1) の予定契約電力及び年間予定使用電力量に基づき、入札者が設定した契約電力に対する単一の単価及び使用電

力量に対する単価（同一月においては単一のものとする。）を記載してください。

　　	　落札者の決定は、入札書に記載された入札金額に従って計算した電気料金の総額により行いますので、入札金額と併せて電気料

金の総額を記載してください。

　　	　なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落

札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100

に相当する金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号）

第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

　(2	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）の「物件の買入れ」の等級がＡに区分されている者であること。

　(3	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(4	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

　(5)	電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であること。

　(6)	長野県グリーン購入推進方針に定める電力調達の判断基準に該当する者であること。

３　一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請

　	　この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資

格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。

　(1)	申請書の入手先

　　　次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手できます。

　　　https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/index.html

　(2)	申請を行う時期

　　　随時受け付けます。


